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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２６年８月１３日 ０８時５０分（船内使用時０９時５０分）ご

ろ 

発生場所 南鳥島北東方沖 

 南鳥島から真方位０５１°３,００４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２７°４５.０′ 東経１５８°１６.７′） 

事故の概要 漁業調査船第二勇
ゆう

新
しん

丸は、鯨の目視による探索調査中、航海士が落

水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２６年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての航海士からの意見聴取は、本人が本事故で死亡

したため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁業調査船 第二勇新丸、７４７トン 

 １３７１３９、共同船舶株式会社 

 ６３.９４ｍ（Lr）×１０.８０ｍ×５.２８ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、３,９００kＷ、平成１４年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成４年８月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２３年１１月１０日 

  免状有効期間満了日 平成２９年８月１９日 

航海士Ａ 男性 ３４歳 

二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１８年６月７日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２３年３月２８日 

  免状有効期間満了日 平成２８年６月６日 

 死傷者等 死亡 １人（航海士Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視程 約７Ｍ 

海象：うねり 波向北東、波高約１.０ｍ、水温 約２８.８℃ 

 事故の経過 本船は、鯨類目視調査船として、船長及び航海士Ａほか１５人が乗

り組み、平成２６年８月１日宮城県仙台塩釜港を出港し、３日南鳥島
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北東方沖の調査海域に到着して調査を開始した。 

本船は、１３日約１０.７ノットの対地速力でその日の調査針路１

４１°（真針路）で航行しながら船橋上部見張り台で船長が、最上部

見張り台で乗組員の１人（以下「見張り員」という。）が、それぞれ

鯨の目視による探索調査を行っていた。 

見張り員は、０９時４８分（船内使用時、以下同じ。）ごろ、船体

中央部付近の右舷側で発生した水音に気付き、同部の舷側から約２～

３ｍの所に白い泡でできた丸い波紋のようなものを見付けた。 

船長及び見張り員は、右舷舷側付近を注視していたところ、約６秒

後、右舷船尾約１０～１５ｍの所に人が仰向けの状態で体全体を見せ

て浮き上がってきたのを認めた。 

船長は、乗組員が落水したことを知り、船内指令で右舵一杯及び救

命浮環投下を指示した。    

船長は、船橋上部見張り台の操縦席で機関を半速力前進として船尾

方を確認したところ、落水者が、右舷船尾約３０ｍに肩より上を海面

上に出し、両手を広げて浮かんでいる様子を認め、機関を低速力前進

として作業艇降下準備を発令し、再び救命浮環投下を指示した。 

船長は、落水者が、本船の右舷船尾３０°１００ｍ付近に見える位

置になった時、両手を広げて冷静に浮いているように感じ、駆けつけ

た機関士が船尾にあった救命浮環を投下したのを見た。 

船長は、その後、本船が、風上に回り込み、落水者が右舷船尾６

０°１５０～２００ｍ付近に見える位置となって旋回を始めた頃、落

水者が突然泳ぎ始めたように感じたが、数回手を回したのち動きを止

め、手を広げた状態で足の方から沈んでいくのを認め、０９時５０分

ごろ姿を見失った。 

本船は、０９時５２分ごろ落水者の姿を見失った場所の北西約０.

２Ｍにて機関を停止し、付近を監視した。 

本船は、０９時５４分ごろ乗組員の人員確認が行われ、船橋当直中

であった航海士Ａの姿が船橋及び船内に見当たらないことから、落水

者が航海士Ａであることが判明した。 

本船乗組員は、航海士Ａが落水したところを誰も見ておらず、船内

のどこから転落したのかも明らかにすることができなかった。 

航海士Ａは、船橋当直中で、救命胴衣を着用しておらず、会社指定

の長袖の作業服と長ズボンを着用し、スニーカーを履いていた。 

船長は、１０時００分ごろ船舶所有者に落水事故発生の連絡と状況

説明を行い、海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

本船は、海上保安庁と連絡を取りながら、航空機及び巡視船並びに

海上自衛隊の航空機と共に捜索を行い、１６日の日没まで捜索を続

け、その後、来援していた僚船と連携を取って捜索を続けたが、航海

士Ａを発見できず、２０日の日没をもって捜索を終了し、現場海域を
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離れた。 

航海士Ａは後日、死亡届により除籍された。 

 その他の事項  本船は、船首楼に捕鯨用の砲台及び油圧ウインチ等を備え、‘船体

中央部前寄りに配置された居住区用構造物’（以下「甲板室」とい

う。）の上部に船橋及び見張り台等が設けられ、船尾にボートデッキ

が配置されていた。 

船橋甲板は、甲板室の最上部に当たり、海面からの高さが約８ｍあ

った。 

船橋上部には、船橋の上段に船橋上部見張り台が、海面から約２０

ｍの高さに最上部見張り台がそれぞれ設けられ、船橋後部に設けられ

た階段から昇り降りするようになっていた。 

本船は、船橋甲板及び船尾のボートデッキ周辺に高さ約１ｍのハン

ドレールが全周にわたって設置され、甲板室と左右両舷側との間に幅

約２.２ｍの通路があり、舷側は高さ約８０～９５㎝のブルワークで

囲まれていた。 

本船は、可変ピッチプロペラを有する推進装置を備え、操舵室又は

船橋上部見張り台で操縦できるようになっていた。 

航海士Ａは、学校を卒業後本船の所有会社に入社し、約１４年間同

社の関係船舶に乗船しており、平成２６年５月１２日から本船に乗船

し、北西太平洋における鯨類捕獲調査を１航海終えたあとだった。 

航海士Ａは、本事故当日、０６時００分～１２時００分が当直時間

で、０５時３０分～４０分ごろに当直交代を行った際、他の航海士及

び船長等と会話を交わしていたが、特に変わったところはなく、健康

状態にも問題はなさそうであった。 

航海士Ａは、本事故当時、１人で船橋当直についていたが、当直中

に船橋の外に出て行うような作業予定はなく、本事故発生の約１時間

前に当直をしながら双眼鏡で鯨を探索している後ろ姿を船長が見てい

た。 

航海士Ａは、身長が約１８３cm あり、酒は少量たしなむ程度であ

った。 

（写真１ 本船の外観、写真２ 本船の上甲板の状況（左側） 参

照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 航海士Ａは、南鳥島北東方沖において、落水後に行方不明となり、

後日、除籍された。 

 本船は、南鳥島北東方沖を南東進中、航海当直についていた航海士

Ａが、落水したことにより発生したものと考えられるが、その状況を
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明らかにすることはできなかった。 

 航海士Ａは、救命胴衣を着用していれば、救助された可能性がある

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が南鳥島北東方沖を南東進中、航海士Ａが落水した

ことにより発生したものと考えられる。 

   

写真１ 本船の外観 

 

     

写真２ 本船の上甲板の状況（左側） 

 

 

 


